
 

 

１１．原子力防災マニュアル 

原子力災害発生時の連絡体制及び避難計画 

                                    

                      原子力事業所 → 国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 海星中学校（川内原発から３０ｋｍ圏外の学校）    

 

（市教委、防災行政無線、報道機関等から、正確な情報を得る体制をとる） 

 

                  

              （生徒及び教職員等の在校状況を把握し、屋内待避する） 

 

    

（その後の対応について指示を受け、対策を講じる） 

                   

               

（対応例：学校にて待機・保護者への連絡・生徒の引き渡し 等） 

※ 引き渡しカードの活用等  

 

国 

事故警戒本部設置・対策会議等 

鹿児島県 ・ 薩摩川内市 

県（市）原子力災害対策本部 

海星中原子力災害対策本部 
 

警戒事態発生 

【 例 大地震（震度６） 大津波 】  

薩摩川内市では、 

◆ 防災行政無線 

◆ ラジオ（FMさつませんだい 等） 

◆ テレビ 

◆ インターネット 

◆ 緊急速報メール（エリアメール） 

◆ 広報車 

など、使用可能なあらゆる手段で、迅速にわ

かりやすく、定期的に繰り返して広報します。 

（原子力防災管理者の通報義務等）

• 第１０条 原子力防災管理者は，原子力事業所の区域
の境界付近において政令で定める基準以上の放射線
量（５μＳｖ／ｈ）が政令で定めるところにより検出された
こと、その他の政令で定める事象の発生について通報
を受け，又は自ら発見した時は・・・主務大臣等へ・・・
通報するものとする。

原子力災害対策特別措置法（平成１１年１２月１７日法律第１５６号）

１ 原子炉（加圧水型軽水炉に限る）の運転中に
蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること

２ 原子炉の運転中に全ての交流電源からの電気
の供給が停止し，かつ，その状態が５分以上継
続すること

正確な情報収集 

在校者の人員把握 

市教育委員会等からの指示 

学校対応 



 

 

○ 場面に応じた災害への対応 

場  面 災 害 対 応 策 

 

 

 

 

学校外活動中 

 

 

 

○ 防災行政無線や、広報車などの放送による市災害対策本部からの指示に従う。 

○ 屋外活動中の生徒等を近くの建物に退避させ、顔や手を洗わせうがいをさせた

後、避難の準備をさせる。なお、学校と随時連絡を取り合う。 

○ 大会等では、施設の管理責任者や大会本部の指示に従う。 

○ 市災害対策本部からの指示に従って、原子力防災対策を重点的に実施すべき区域

から速やかに離れ、最寄りの避難所等へ移動し、所在を報告する。 

  バス等を利用して参加している場合は、そのバスを利用する。 

○ 学校の対応（避難）及び保護者の迎え等について、学校から保護者あて連絡する。 

 

 

 

休業日・管理下外 

○ 休業日に活動等で生徒等が登校している際に、原子力災害が発生したときは、学

校に来ている教職員で、市災害対策本部からの指示に従って、生徒等の安全を確保

できる体制及び保護者に連絡できる体制を整える。（授業中の対応に準ずる。） 

○ 生徒等が自宅にいた時に原子力災害が発生し、校区内に避難指示が出た場合、教

職員は可能な限り生徒等の所在を確認する。また、学校が避難所となっている場合、

教職員は可能な限り学校へ向かい、避難所運営の支援を行う体制を講じ。 

 

 

（１）生徒への引き渡しは技術室前とし、引き渡し後はグラウンドを通り給食

センター方面に抜ける。

（２）保護者へ引き渡しの際は、引き渡しカードでチェックする。

（カードには、引き渡し後の連絡先や避難先を記入し保管する。）

避難指示 校長（教頭） 一次避難
生徒は技術室

保護者への
引き渡し

市教育委員会

コミセン

担任

保護者

連絡

連絡 報告

指示連携

緊急時の対応（保護者引き渡し）

 


